
2025 年 12 月 26 日 

ハウスプラス中国住宅保証株式会社 

お客さま各位 

 

 

確認申請業務手数料の一部改定のご案内 

 

 

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。 

首記の通り、確認申請業務手数料の一部につきまして改定をすることとなりましたの

でご案内いたします。 

記 

■手数料改定の対象となる業務 

 確認申請手数料のうち、『建築設備』昇降機等に関するもの 

 

■改定の内容 

『建築設備』のうち昇降機について、型式部材等製造者認証・小荷物専用昇

降機の区分を新設しました 

 

■新料金適用日 

 2026 年 1月 1日以降の受付分より適用 

 

■改定後の料金表・・・添付資料をご覧ください 

以上 

  



添付資料 

 

 

改定前の料金表 

 
 

 

 

改訂後の料金表 

 


